
（１）外国往来船等と陸地との間の交通場所

場 所 の 名 称 所 在 地 備 考

下関港国際ターミナルビル内２
階税関旅具検査場から入管審
査ブース、出入国ロビー及び乗
客用タラップを経由するフェリー
までの間の経路

下関市東大和町１丁目

下関港国際ターミナルビル内２
階税関旅具検査場から入管審
査ブース、出入国ロビー、送迎
デッキ、取付階段及び旅客用エ
レベータを経由するフェリーまで
の間の経路

〃

下関港国際ターミナルビル内２
階入国自家用自動車待機場か
ら乗客用タラップへ通じるゲート

〃

下関港第８号岸壁に附設された
可動橋

〃

下関港第８号岸壁に設置された
フェンス上にある８号岸壁１号、２
号ゲート及び同第 １０号岸壁か
ら同第１３号 に設置されたフェン
ス上にある第一突堤１号、２号、
３号ゲート、同第１４号岸壁北端
から南ヘ１１４. ９０メートルの間
の岸壁、 同第１５号岸壁から同
第１７号岸壁までに設置された
フェンス上にある第二突堤１号、
２号、３号、４号ゲート及び同第１
８号 岸壁から同第２１号岸壁に
設置されたフェンス上にある細
江１号、２号、３号ゲート

下関市東大和町１丁目、２丁
目及び細江新町１番

岸壁けい留船と交通する者に
限る。

下関港第２２号岸壁（全長 ２４３
メートル）

下関市細江新町１番 〃

下関港第２３号岸壁（全長１９５
メートル）

下関市岬之町地先 〃

下関港第２４号岸壁から同第２６
号岸壁に設置されたフェンス上
にある岬之町１号、２号ゲート

下関市岬之町地先 岸壁けい留船と交通する者に
限る。

西山ふ頭に設置されたフェンス
上にある西山１号ゲート

下関市彦島迫町７丁目 岸壁けい留船と交通する者に
限る。
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三菱重工業株式会社下関造船
所第１号岸壁(全長１９２メート
ル)、第２号岸壁(全長１９２メート
ル)、第５号岸壁第２船渠口から
第１船渠口に至る岸壁、第８号
岸壁(全長１１８メートル)

下関市江の浦町６丁目１６－１ 当該船舶の作業に従事する
造船所関係者及び同船舶乗
組員に限る。

彦島製錬株式会社ドルフィン岸
壁に設置されたフェンス上にあ
るドルフィンゲート

下関市彦島西山町１丁目１番
１号

岸壁けい留船と交通する貨物
積卸関係者及び同船舶乗組
員に限る。

新港ふ頭－１２ｍ岸壁（新港１
号）に設置されたフェンス上にあ
る新港ふ頭第１号ゲート

下関市長州出島１番地先 岸壁けい留船と交通する者に
限る。

（２）貨物の積卸場所（船用品、機用品及び携帯品を除く。）

場 所 の 名 称 所 在 地 備 考

下関港第８号岸壁に附設された
可動橋

下関市東大和町１丁目

下関港第８号岸壁及び同第１０
号岸壁から同第２２号岸壁まで
（全長２,４８１. ２８メートル）

下関市東大和町１丁目、２丁
目及び細江町

下関港第２３号岸壁（全長１９５
メートル）

下関市岬之町地先

下関港第２４号岸壁から同第２６
号岸壁までの間（全長５７９．１３
メートル）

下関市岬之町地先

西山ふ頭第３号岸壁及び第４号
岸壁（全長１９９メートル）

下関市彦島迫町７丁目

彦島製錬株式会社ドルフィン岸
壁（全長１９５メートル）

下関市彦島西山町１丁目１番
１号

彦島製錬株式会社に搬出入
する貨物に限る。

大東タンクターミナル株式会社
六連油槽所１号桟橋(全長１５０
メートル)、２号桟橋(全長１０メー
トル)、３号桟橋(全長１０メートル)

下関市六連島郷ノ浦 大東タンクターミナル株式会
社六連油槽所保税蔵置場及
び保税工場に搬出入する貨
物に限る。

下関活魚介類輸入事業協同組
合保税蔵置場及び下関唐戸魚
市場株式会社南風泊市場保税
蔵置場前面岸壁の北東端から
南西へ２７１．６０メートルの間の
岸壁

下関市彦島西山町４丁目

新港ふ頭－１２ｍ岸壁（新港１
号）　（全長４１０メートル）

下関市長州出島１番地先



（３）船用品、機用品及び携帯品の積卸場所

場 所 の 名 称 所 在 地 備 考

下関港国際ターミナルビル内乗
客用タラップ

下関市東大和町１丁目

下関港第８号岸壁に附設された
可動橋

〃

下関港第８号岸壁及び同第１０
号岸壁から同第１３号岸壁まで
（全長１,０２６.３８メートル）、同第
１４号岸壁北端から南ヘ１１４.９０
メートルの間の岸壁、同第１５号
岸壁から同第１７号岸壁まで（全
長５３０メートル）及び同第１８号
岸壁から同第２１号岸壁まで（全
長６６０メートル）

下関市東大和町１丁目、２丁
目及び細江新町１番

岸壁けい留船に積卸しするも
のに限る。

下関港第２２号岸壁（全長２４３
メートル）

下関市細江新町１番 〃

下関港第２３号岸壁(全長１９５
メートル）

下関市岬之町地先 〃

下関港第２４号岸壁から同第２６
号岸壁までの間（全長５７９.１３
メートル）

〃 〃

西山ふ頭第３号岸壁(全長２４０
メートル)

下関市彦島迫町７丁目 〃

三菱重工業株式会社下関造船
所第１号岸壁(全長１９２メート
ル)、第２号岸壁(全長１９２メート
ル)、第５号岸壁第２船渠口から
第１船渠口に至る岸壁、第８号
岸壁(全長１１８メートル)

下関市江の浦町６丁目１６－１ 〃

彦島製錬株式会社ドルフィン岸
壁(全長１９５メートル)

下関市彦島西山町１丁目１番
１号

〃

新港ふ頭－１２ｍ岸壁（新港１
号）　（全長４１０メートル）

下関市長州出島１番地先 岸壁けい留船に積卸しするも
のに限る。


